
奈
良
県
産
業
会
館
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
二
十
四
号

奈
良
県
産
業
会
館
管
理
規
則

（
趣
旨
）こ

の
規
則
は
、
奈
良
県
産
業
会
館
条
例
（
平
成
二
十
二
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
四
十
九
号
。

第
一
条

以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
六
条
及
び
別
表
の
二
の
規
定
に
よ
り
、

奈
良
県
産
業
会
館
（
以
下
「
会
館
」
と
い
う
。
）
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。

（
権
限
の
委
任
）

条
例
第
二
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
三
条
並
び
に
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る

第
二
条

知
事
の
権
限
（
創
業
支
援
室
及
び
駐
車
場
（
以
下
「
創
業
支
援
室
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
権
限
を

除
く
。
）
は
、
会
館
の
館
長
（
以
下
「
館
長
」
と
い
う
。
）
に
委
任
す
る
。

（
開
館
時
間
）

会
館
（
創
業
支
援
室
等
を
除
く
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
開
館
時
間
は
、
午
前

第
三
条

九
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
と
す
る
。

２

館
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
開
館
時
間
を
臨
時
に

延
長
し
、
又
は
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
休
館
日
等
）

会
館
の
休
館
日
は
、
一
月
一
日
か
ら
同
月
四
日
ま
で
及
び
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
同
月
三
十

第
四
条

一
日
ま
で
と
す
る
。

２

館
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
臨
時
に
、
休
館
日
以

外
の
日
に
休
館
し
、
又
は
休
館
日
に
開
館
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

館
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
施
設
の
一
部
を
休
止
し
、
又
は
使
用
を
制
限
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
使
用
の
申
込
み
等
）

条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
創
業
支
援
室
等

第
五
条

の
使
用
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
を
除
く
。
）
は
、
奈
良
県
産
業
会
館
使
用
申
込
書
（
第
一
号

様
式
）
を
館
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
館
長
が
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、



こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
申
込
書
の
受
付
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
に
お

い
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
館
長
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

一

大
ホ
ー
ル
、
展
示
ホ
ー
ル
及
び
大
会
議
室
（
以
下
「
大
ホ
ー
ル
等
」
と
い
う
。
）
を
使
用
す
る

場
合

使
用
す
る
日
（
二
日
以
上
に
わ
た
っ
て
使
用
す
る
と
き
は
、
そ
の
初
日
。
以
下
同
じ
。
）

前
一
年
の
期
間

二

大
ホ
ー
ル
等
以
外
の
施
設
、
設
備
等
を
使
用
す
る
場
合

使
用
す
る
日
前
三
月
の
期
間

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
施
設
、
設
備
等
と
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
施
設
、

設
備
等
を
同
時
に
使
用
す
る
と
き
の
申
込
書
の
受
付
は
、
同
項
第
一
号
に
定
め
る
期
間
に
お
い
て
行

う
も
の
と
す
る
。

４

創
業
支
援
室
等
の
使
用
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
創
業
支
援
室
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て

は
奈
良
県
産
業
会
館
創
業
支
援
室
使
用
承
認
申
請
書
（
第
二
号
様
式
）
を
、
駐
車
場
に
係
る
も
の
に

あ
っ
て
は
奈
良
県
産
業
会
館
駐
車
場
使
用
承
認
申
請
書
（
第
三
号
様
式
）
を
知
事
が
別
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

条
例
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
更
新
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
奈
良
県
産
業
会
館
創

業
支
援
室
使
用
更
新
承
認
申
請
書
（
第
四
号
様
式
）
を
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
使
用
承
認
書
の
交
付
）

館
長
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
込
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
適
当
と

第
六
条

認
め
使
用
の
承
認
を
す
る
と
き
は
、
奈
良
県
産
業
会
館
使
用
承
認
書
（
第
五
号
様
式
）
を
交
付
す
る

も
の
と
す
る
。

２

知
事
は
、
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
適
当
と
認
め

使
用
の
承
認
を
す
る
と
き
は
、
創
業
支
援
室
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
奈
良
県
産
業
会
館
創
業
支
援

室
使
用
承
認
書
（
第
六
号
様
式
）
を
、
駐
車
場
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
奈
良
県
産
業
会
館
駐
車
場

使
用
承
認
書
（
第
七
号
様
式
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

知
事
は
、
前
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
適
当
と
認
め

更
新
の
承
認
を
す
る
と
き
は
、
奈
良
県
産
業
会
館
創
業
支
援
室
使
用
更
新
承
認
書
（
第
八
号
様
式
）

を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
使
用
料
の
後
納
）



条
例
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

第
七
条

一

別
表
に
規
定
す
る
設
備
等
を
使
用
す
る
と
き
。

二

国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
使
用
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
館
長
が
後
納
す
る
こ
と
に
つ
い
て
や
む

を
得
な
い
と
認
め
る
と
き
。

（
禁
止
行
為
）

会
館
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
こ
と
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
八
条

一

施
設
、
設
備
等
を
損
傷
し
、
又
は
破
損
す
る
こ
と
。

二

会
館
内
の
秩
序
を
乱
す
行
為
を
す
る
こ
と
。

三

そ
の
他
係
員
の
指
示
に
従
わ
な
い
こ
と
。

（
入
館
の
禁
止
等
）

館
長
は
、
前
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
を
行
い
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
の
あ
る
者

第
九
条

に
対
し
て
、
入
館
を
禁
じ
、
又
は
退
館
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
施
設
、
設
備
等
の
損
傷
等
）

条
例
第
二
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
使
用
に
関
し
て
施
設
、
設

第
十
条

備
等
を
損
傷
し
、
又
は
滅
失
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
館
長
に
届
け
出
て
、
そ
の
指
示
に
従

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
設
備
等
の
使
用
料
）

条
例
別
表
の
二
の
規
則
で
定
め
る
設
備
等
に
つ
い
て
当
該
規
則
で
定
め
る
額
は
、
別
表
の

第
十
一
条

と
お
り
と
す
る
。

（
そ
の
他
）こ

の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
館
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
館
長
が
定
め

第
十
二
条

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
第
十
一
条
関
係
）

別
表

設

備

等

単

位

使
用
料
（
一
日
に

つ
き
）

演
台

一
卓

七
六
〇
円



花
台

一
台

一
二
〇
円

司
会
用
卓
子

一
卓

三
七
〇
円

し
き
し
つ
り

一
台

一
二
〇
円

譜
面
台
（
指
揮
者
用
）

一
台

二
五
〇
円

譜
面
台
（
一
般
用
）

一
台

一
二
〇
円

指
揮
台

一
台

三
七
〇
円

い
す

一
脚

一
二
〇
円

そ
で
机

一
卓

五
〇
〇
円

平
台
（
山
台
を
含
む
。
）

一
台

二
五
〇
円

毛
せ
ん

一
枚

一
二
〇
円

上
敷
ご
ざ

一
枚

一
二
〇
円

金
び
ょ
う
ぶ

一
隻

一
、
八
二
〇
円

黒
板
又
は
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド

一
台

三
七
〇
円

折
た
た
み
机

一
卓

三
七
〇
円

パ
ネ
ル
（
ク
ロ
ス
張
り
）

一
台

六
二
〇
円



パ
ネ
ル
（
穴
あ
き
）

一
台

三
七
〇
円

フ
ル
コ
ン
サ
ー
ト
ピ
ア
ノ

一
台

一
二
、
〇
八
〇
円

ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ト

一
列

七
六
〇
円

二
段
ス
タ
ン
ド

一
本

二
五
〇
円

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
（
一
Ｋ
Ｗ
）

一
台

二
五
〇
円

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
（
五
〇
〇
Ｗ
）

一
台

一
二
〇
円

ク
セ
ノ
ン
ピ
ン
ス
ポ
ッ
ト
（
一
Ｋ
Ｗ
）

一
台

一
、
二
一
〇
円

ハ
ロ
ゲ
ン
ピ
ン
ス
ポ
ッ
ト
（
六
五
〇
Ｗ
）

一
台

七
六
〇
円

カ
ッ
タ
ー
ピ
ン
ス
ポ
ッ
ト

一
台

七
六
〇
円

ワ
イ
ヤ
レ
ス
マ
イ
ク

一
チ
ャ

二
、
四
二
〇
円

ン
ネ
ル

コ
ン
デ
ン
サ
ー
マ
イ
ク

一
個

六
二
〇
円

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
マ
イ
ク

一
個

三
七
〇
円

マ
イ
ク
昇
降
装
置
（
マ
イ
ク
を
除
く
。
）

一
台

三
七
〇
円

マ
イ
ク
ス
タ
ン
ド

一
本

一
二
〇
円



ス
ピ
ー
カ
ー
（
大
型
）

一
台

一
、
二
一
〇
円

ス
ピ
ー
カ
ー
（
中
型
）

一
台

六
二
〇
円

ス
ピ
ー
カ
ー
（
小
型
）

一
台

三
七
〇
円

拡
声
装
置
（
持
ち
込
ん
だ
拡
声
器
又
は
拡
声
装
置
に
セ
ッ
ト

一
式

三
、
六
二
〇
円

し
て
使
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）

カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー

一
台

一
、
二
一
〇
円

Ｍ
Ｄ
プ
レ
ー
ヤ
ー

一
台

一
、
七
三
〇
円

Ｃ
Ｄ
プ
レ
ー
ヤ
ー

一
台

一
、
七
三
〇
円

Ｄ
Ｖ
Ｄ
プ
レ
ー
ヤ
ー

一
台

一
、
七
三
〇
円

ビ
デ
オ
デ
ッ
キ

一
台

一
、
七
三
〇
円

ス
ラ
イ
ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
（
ス
ク
リ
ー
ン
付
き
）

一
台

二
、
四
二
〇
円

液
晶
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
（
ス
ク
リ
ー
ン
付
き
）

一
台

三
、
六
二
〇
円

オ
ー
バ
ー
ヘ
ッ
ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
（
ス
ク
リ
ー
ン
付
き
）

一
台

一
、
八
二
〇
円

ス
ク
リ
ー
ン
（
持
ち
運
び
式
）

一
式

一
、
八
二
〇
円

ス
ク
リ
ー
ン
（
埋
め
込
み
式
）

一
台

二
五
〇
円

ピ
ク
チ
ャ
ー
レ
ー
ル
ワ
イ
ヤ
ー
フ
ッ
ク

一
本

六
〇
円



自
在
フ
ッ
ク

一
本

六
〇
円

Ｌ
Ａ
Ｎ
配
線
設
備

一
式

一
、
〇
〇
〇
円

Ｌ
Ａ
Ｎ
配
線
備
品
（
ケ
ー
ブ
ル
及
び
ハ
ブ
）

一
点

一
〇
〇
円

備
考１

会
館
の
設
備
等
以
外
の
物
を
会
館
に
持
ち
込
ん
で
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
電
気
等
を

使
用
し
た
と
き
は
、
実
費
相
当
額
を
徴
収
す
る
。

２

こ
の
表
の
使
用
料
に
は
、
ゼ
ラ
チ
ン
ペ
ー
パ
ー
、
カ
ー
ボ
ン
等
の
消
耗
器
材
費
及
び
特
別

に
必
要
な
人
件
費
は
、
含
ま
な
い
。



（第５条関係）第１号様式

奈良県産業会館使用申込書

年 月 日

奈良県産業会館館長 殿

申込者 住 所 （〒 － ）

氏 名

電 話

団体の場合には、その所在地

及び名称並びに代表者の氏名

奈良県産業会館を使用したいので、次のとおり申し込みます。

催し、会議等の名称

使 用 内 容

年 月 日（ 曜日） 時～ 時

・ ・ ・（ 曜日） 時～ 時
使用日及び使用区分

（ 日間）

～

・ ・ ・（ 曜日） 時～ 時

大ホール 控室 展示ホール 屋外展示場

使 用 施 設 経営研修室（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ） 大会議室 特別会議室

（使用日ごとの使用施設は、別紙のとおり）

使 用 設 備 等 要 否（使用日ごとの使用設備等は、別紙のとおり）

予 定 入 場 者 数 人

１ 入場料を徴収しない。

入場料等の徴収の有無 ２ 入場料を徴収する。 （ 円）

３ 入場料に相当する会費等を徴収する。 （ ）

住所（〒 － ）
使 用 責 任 者

氏名 電話

１ 現金
支 払 方 法

２ 当館発行の納付書による金融機関への納付

備 考

注１ 該当事項には、○印を付けてください。

２ 「使用施設」及び「使用設備等」欄の別紙には、使用日ごとの施設名又は設備等の名称を記入

してください。

３ 「入場料等徴収の有無」欄の３の（ ）内には、会費を徴収する場合、商品等の売上高により

招待券を発行する場合その他これらに準ずる場合の内容を具体的に記入してください。



（第５条関係）第２号様式

奈良県産業会館創業支援室使用承認申請書

年 月 日

奈良県知事 殿

申込者 住 所（〒 － ）

氏 名 印

電 話

団体の場合には、その所在地

及び名称並びに代表者の氏名

奈良県産業会館創業支援室を使用したいので、次のとおり申請します。

使 用 を 希 望 す る

創 業 支 援 室

使 用 開 始 予 定 日 年 月 日

（〒 － ）

住 所

使用責任者の連絡先 氏 名

電 話 番 号 Ｆ Ａ Ｘ 番 号

メールアドレス

（〒 － ）

住 所

上記以外の連絡先

氏 名

（ 緊 急 の 場 合 ）

電 話 番 号 Ｆ Ａ Ｘ 番 号

メールアドレス

添 付 書 類



（第５条関係）第３号様式

奈良県産業会館駐車場使用承認申請書

年 月 日

奈良県知事 殿

申込者 住 所（〒 － ）

氏 名 印

電 話

団体の場合には、その所在地

及び名称並びに代表者の氏名

奈良県産業会館駐車場を使用したいので、次のとおり申し込みます。

車 種

車 両 色

登 録 番 号

使 用 期 間 年 月 日 ～ 年 月 日

（〒 － ）

住 所

使用責任者の連絡先 氏 名

電 話 番 号

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

（〒 － ）

住 所

上記以外の連絡先

氏 名

（ 緊 急 の 場 合 ）

電 話 番 号

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

添 付 書 類



（第５条関係）第４号様式

奈良県産業会館創業支援室使用更新承認申請書

年 月 日

奈良県知事 殿

申込者 住 所（〒 － ）

氏 名 印

電 話

団体の場合には、その所在地

及び名称並びに代表者の氏名

年 月 日付け 第 号で承認を受けた奈良県産業会館創業支援室に

ついて、使用を更新したいので、次のとおり申請します。

使用する創業支援室

使 用 期 間 年 月 日 ～ 年 月 日

（〒 － ）

住 所

使用責任者の連絡先 氏 名

電 話 番 号 Ｆ Ａ Ｘ 番 号

メールアドレス

（〒 － ）

住 所

上記以外の連絡先

氏 名

（ 緊 急 の 場 合 ）

電 話 番 号 Ｆ Ａ Ｘ 番 号

メールアドレス

添 付 書 類



（第６条関係）第５号様式

奈良県産業会館使用承認書
第 号

年 月 日

殿

奈良県産業会館館長 印

年 月 日付けで、申込みのありました奈良県産業会館の使用については、次の

とおり承認します。

催し、会議等の名称

使 用 内 容

年 月 日（ 曜日） 時～ 時

・ ・ ・（ 曜日） 時～ 時
使用日及び使用区分

（ 日間）

～

・ ・ ・（ 曜日） 時～ 時

大ホール 控室 展示ホール 屋外展示場

使 用 施 設 経営研修室（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ） 大会議室 特別会議室

（使用日ごとの使用施設は、別紙のとおり）

使 用 設 備 等 要 否（使用日ごとの使用設備等は、別紙のとおり）

予 定 入 場 者 数 人

１ 入場料を徴収しない。

入場料等の徴収の有無 ２ 入場料を徴収する。 （ 円）

３ 入場料に相当する会費等を徴収する。 （ ）

住所 電話

使 用 責 任 者

氏名

施 設 使 用 料 円

承 認 条 件



（第６条関係）第６号様式

奈良県産業会館創業支援室使用承認書

第 号

年 月 日

殿

奈良県知事 印

年 月 日付けで、申請のありました奈良県産業会館創業支援室の使用に

ついては、次のとおり承認します。

使 用 を 承 認 す る

創 業 支 援 室

使 用 期 間 年 月 日 ～ 年 月 日

住所 電話

使 用 責 任 者

氏名

月 額 の 使 用 料 円

承 認 条 件



（第６条関係）第７号様式

奈良県産業会館駐車場使用承認書

第 号

年 月 日

殿

奈良県知事 印

年 月 日付けで、申請のありました奈良県産業会館駐車場の使用につい

ては、次のとおり承認します。

使 用 を 承 認 す る

駐 車 場

車 種

車 両 色

登 録 番 号

使 用 期 間 年 月 日 ～ 年 月 日

住所 電話

使 用 責 任 者

氏名

月 額 の 使 用 料 円

承 認 条 件



（第６条関係）第８号様式

奈良県産業会館創業支援室使用更新承認書

第 号

年 月 日

殿

奈良県知事 印

年 月 日付けで、申請のありました奈良県産業会館創業支援室の使用の

更新については、次のとおり承認します。

使用の更新を承認する

創 業 支 援 室

使 用 期 間 年 月 日 ～ 年 月 日

住所 電話

使 用 責 任 者

氏名

月 額 の 使 用 料 円

承 認 条 件
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